
第６回 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び 

発生の防止に関する審議会 

 

 

日 時：令和元年７月 30日(火) 

午前９時 30分から正午まで 

場 所：関内中央ビル５階特別会議室 

 

次 第 

 
１ 開会                         
 
 
２ 議題 

(1) 個別案件の状況について 

(2) 平成 30年度の取組状況について        

(3) その他                                                
 
 
３ 閉会 
 
 
【資 料】 

資料１ 委員名簿・事務局名簿 

資料２ 個別案件に関する状況について 

 資料３ 平成 30年度「ごみ屋敷」対策の取組状況について 
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平成30年度

いわゆる「ごみ屋敷」対策事業の取組状況について
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・・・・・・・・・・ｐ1～３

・・・・・・・・・・ｐ３～５

・・・・・・・・・・ｐ５～６

(2)解消案件の再発等追跡調査

(3)その他

いわゆる「ごみ屋敷」対策の事業体系図

(1)各区対策連絡会議

(2)対策推進会議

(3)人材育成（職員研修）

(4)関係機関の連携

(4)事例収集・分析

(1)第４期横浜市地域福祉保健計画

(5)その他

(1)排出支援

(2)個別事案対策検討プロジェクト

(3)専門家コンサルテーション事業

横浜市建築物等における不良な生活環境

の解消及び発生の防止に関する審議会

３ 未然防止・再発防止

２ 解消に向けた取組

１ 取組体制の推進

い
わ
ゆ
る
「
ご
み
屋
敷
」対
策

条例第13条に基づき、主に命令・代執行に関する事項及び本市

のいわゆる「ごみ屋敷」対策への調査審議、答申を目的として、審

議会を設置しています。

【平成30年度の開催状況】

・平成30年５月１日 第４回審議会

・平成30年12月26日 第５回審議会
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平成 30年度「ごみ屋敷」対策の取組について 

 

１ 取組体制の推進                          

 (1) 区対策連絡会議の実施               区役所／健康福祉局 

    対策連絡会議は各区の要綱に基づき設置され、区長を座長とし、部課長級の

職員で構成されています。区内の情報共有、「ごみ屋敷」の判定、対応方針や支援

体制の決定、個別事案の進捗管理等を行っています。対策連絡会議の下部組織と

して部会を設置している場合や案件発生時に臨時開催するなど、各区の実情に応

じて柔軟に実施しました。 
   各区の対策連絡会議で判定された件数や解消件数は、健康福祉局福祉保健課が

年２回（９月 30 日、３月 31 日時点）集計し、審議会及び市会で報告しました。 

   

  【各区の件数一覧】                 平成 31年３月 31日時点 

 
H30.4.1 
時点 

新規把握 計  
近隣への影響

が解消 
 

H31.3.31 
時点 

鶴見 ４ ２ ６  ３  ３ 

神奈川 ５ １２ １７  ９  ８ 

西 ５ １ ６  １  ５ 

中 １１ ２ １３  ５  ８ 

南 ６ ２ ８  ３  ５ 

港南 ０ ０ ０  ０  ０ 

保土ケ谷 ３ ０ ３  ０  ３ 

旭 ７ ０ ７  １  ６ 

磯子 ３ ０ ３  １  ２ 

金沢 7 ５ １２  ５  ７ 

港北 ５ ２ ７  ４  ３ 

緑 ４ １ ５  １  ４ 

青葉 ２ ０ ２  ２  ０ 

都筑 ３ １ ４  ３  １ 

戸塚 ３ ２ ５  ２  ３ 

栄 ２ １ ３  ０  ３ 

泉 ０ ２ ２  ０  ２ 

瀬谷 ０ ０ ０  ０  ０ 

全市合計 ７０ ３３ １０３  ４０  ６３ 

 
※ 平成 28年度の条例施行から平成 30年度までのごみ屋敷件数については別紙参照 
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 (2) 局対策推進会議の実施         区役所／健康福祉局／資源循環局 

    区役所、健康福祉局、資源循環局の区局長、部長級職員で構成し、市全体の

「ごみ屋敷」対策の進捗管理を行います。30 年度は２回開催し、取組状況や区

局が連携して取り組むうえでの課題等について検討を行いました。 

 ＜開催状況＞ 

会議（日付） 主な議題 

第４回 

（平成 30年４月 23日） 

(1)平成 29年度取組実績について  

(2)個別事案対策検討プロジェクトの状況  

(3)事例調査について 

(4)平成 30年度の取組の方向性について 

第５回 

（平成 31年１月 16日） 
(1)排出支援に係る委託の考え方について 

 

 

(3) 人材育成（職員研修の実施）      区役所／健康福祉局／資源循環局 

   「ごみ屋敷」対策の背景と基本的な考え方、条例の概要、各種規定類に関す

る説明など研修を実施しました。福祉的観点から当時者に寄り添った支援によ

り解消を目指すため、福祉保健センター専門職向けに援助技術の研修を実施し

ました。 

   【実施状況】 

 内容等 開催日 参加者 

区 各区主催の研修 通年 

11区 延べ 16回実施 

局 

ｅラーニング 30年６月～12月 
３つの教材を配信 
延べ約１万回視聴 

福祉保健センター 
専門職向け研修 

30年 ７月 13日 
     ９月 19日 
     11月 14日 

合計 165名 

排出支援研修 30年 11月 28日 89名 

福祉保健センター 
責任職向け研修 

31年 １月 29日 100名 

 

 

 

 

神奈川、西、中、旭、金沢 
港北、緑、都筑、戸塚、泉 
瀬谷 

一般廃棄物であれば資源循環局が対応できることから、市職員による排出支援を行
うために必要な対策（高所作業、樹木の一部除去等）または、排出支援の対象外（一
般廃棄物の排出、収集・運搬、処分以外）の業務を委託できる業務と整理しました。 
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 (4) 関係機関との連携                  区役所／健康福祉局 

    関係機関との連携強化を目的に、規則に定める関係機関（社会福祉協議会、

基幹相談支援センター、地域ケアプラザ、精神障害者生活支援センター）の職員

を対象とした研修や福祉関係者等を対象に事業説明を実施しました。 

   ＜実施状況＞ 

 内容等 開催日 参加者 

区 区主催の研修 31年３月６日 
神奈川区内 
約 80名（再掲） 

局 関係機関職員向け研修 31年３月５日 91名 

 

 

 (5) その他                区役所／健康福祉局／資源循環局 

    横浜市中期４か年計画 2018～2021 の「政策 14 参加と協働による地域福祉

保健の推進」の主な施策に「地域住民及び関係機関と連携したごみ屋敷対策」が

盛り込まれました。2021年までの間に 200件の解消を目標に取り組みます。 

 

政策 14 参加と協働による地域福祉保健の推進 

主な施策３ 地域住民及び関係機関と連携したいわゆる「ごみ屋敷」対策 
 いわゆる「ごみ屋敷」の背景には、地域社会における孤立等の生活上の諸課題があり
得ることを踏まえ、地域住民及び関係機関と連携しながら、当事者に寄り添い福祉的な
支援により解消や発生の防止を図ります。 

想定 

事業量 
排出支援回数 120回（４か年） 

計画上の 

見積額 
１億円 

指 標 
近隣に影響がある「ごみ屋敷」の解

消件数 

目標値 

(2021年末) 

200件 

（４か年） 

（横浜市中期４か年計画 2018～2021から抜粋） 

 

２ 解消に向けた取組 

 (1)排出支援の実施                   区役所／資源循環局 

  条例に基づき、近隣の生活環境が損なわれている状態又は近隣における生活環境

が損なわれるおそれがある状態にあり、本人が片付けに同意したものの自ら行うこ

とができないケースについて、区役所と資源循環局が協力して排出支援を行いまし

た。 
  ア 排出支援により解消した件数  27 件 
  イ 一般廃棄物処理手数料の減免実績 

排出支援により解消した 27件中、24件を減免しました。 
減免理由 件数 搬入量(kg) 金額 
生活保護 17 28,460kg 369,980円 

要介護認定 4 7,760kg 100,880円 

障害者手帳 3 7,720kg 100,360円 

合  計 
（平均） 24 

43,940kg 
（約 1,830kg） 

571,220円 
（23,800円） 
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(2)個別事案対策検討プロジェクト      区役所／健康福祉局／資源循環局 

区局の関係部署の課長、係長級、担当職員で構成しています。近隣への影響が大

きく、区役所の働きかけだけでは解決が困難な事案について、メンバー全員が堆積

者の成育歴や近隣への影響度合い等を共有し、それぞれの専門分野に基づく知見で

のアプローチ方法や、行使できる権限を議論しあい、各部署が連携して対策にあた

りました。 
 【実施状況】３事例 15回実施 

 

(3)専門家コンサルテーション                  健康福祉局 

 ア 福祉、保健分野の学識者や専門家からのコンサルテーションを実施し、支援

の中心となる社会福祉職や保健師を含めた研修や事例検討会を実施しました。 

【実施状況】 派遣回数５回 

 

  イ 弁護士相談                        

    支援の実施にあたって法律上の判断に迷う場合など、法的なアドバイスが必

要な場合に、弁護士相談を実施しました。 

【実施状況】 相談件数７件 

 

 (4)事例収集・分析                       

 ア 事例調査の実施                      健康福祉局 

    今後の「ごみ屋敷」対策にいかすため、解消事例に対するヒアリング調査、

「ごみ屋敷」の事例基礎調査を実施し、堆積者の傾向、発生の原因等の実態及

び生活上の諸課題の把握を進めました。 
  調査結果については、審議会のほか研修等で市職員や関係機関の職員に周知

をしました。 

【調査概要】 

 調査１ 解消事例ヒアリング 調査２ 事例基礎調査 

目的  堆積者の傾向や介入のきっかけ、

支援のプロセスなど、詳細な情報を

収集して、今後の事業の参考とする

ため 

 堆積者の傾向、発生の原因などの実態

及び生活上の諸課題を把握、分析するこ

とで、アプローチ方法、予防的対策を模

索するなど、今後の事業に活かすため 

対象案件  平成 29 年度下半期の期間で近隣

に影響がある「ごみ屋敷」と判定さ

れていたが、解消した 20事例 

 平成 30 年４月１日時点で近隣に影響

がある「ごみ屋敷」と判定された 70事例

中、有効回答 68事例 

調査・集

計方法 

 解消事例の支援担当課の担当者

から調査者が聞き取った内容を集

計 

 事例の支援担当課の担当者が調査票へ

記入したものを集計 

実施期間  平成 30年３月中旬～４月中旬  平成 30年８月中 
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イ ヨコハマｅアンケートの実施          健康福祉局・資源循環局 

本市が行う「ごみ屋敷」対策等について、市民の認識を把握することで今後

の支援や普及啓発等を考える基礎資料にするため、ヨコハマｅアンケートを実

施しました。実施結果は、審議会等で報告したほか、市ホームページで公開し

ました。 

   【実施概要】 

実施期間 平成 30年７月 13日(金)から７月 27日(金)まで 

ｅアンケート 

登録メンバー数 
２，９０４人 

回答者数（回答率） １，４３５人（回答率 49.4％） 

設問数 計 18設問（自由記載含む） 

※ヨコハマｅアンケートとは、市内在住の 15歳以上の方を対象にメンバーを募集

し、市政に関するアンケートにインターネットでご協力いただくものです。 

 

 

 

３ 未然防止・再発防止の実施 

 (1)第４期横浜市地域福祉保健計画への反映            健康福祉局 

  第４期横浜市地域福祉保健計画（2019 年度から 2023 年度）が平成 31 年２月に

市会での議決を経て策定されました。 

この計画の「推進の柱２ 身近な地域で支援が届く仕組みづくり」の重点項目と

して、「見守り・早期発見の仕組みづくり」「連携・協働による地域の生活課題を調

整・解決する仕組みの充実」「支援が届く仕組みを作り、機能させるための環境づ

くり」の取り組みの評価項目に、いわゆる「ごみ屋敷」対策の取り組みを位置付け

ました。 

 

 (2)解消案件の再発状況等追跡調査                健康福祉局 

   平成 30 年度に排出支援により解消した 27 例について、再発状況等の追跡調査

を実施し、再発傾向が確認されたものが２事例ありました。 

  【調査結果】 

１ 再発傾向がある事例の特徴 

○利用できるサービスがあるものの支援を拒否している状態 

○既存の福祉保健サービス等の対象要件に該当せず、支援につながらなかっ

た。 

 

２ 再発傾向がない事例の特徴 

○多職種が関わって支援している 

○本人と排出支援の目的を確認、共有し改善に向けた動機付けができた 

○キーパーソンがいる世帯の方が解消につながる傾向がある 

○既存の福祉保健サービス（ホームヘルパー等）の利用などにつながった 
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３ その他（事例調査の結果を含めて） 

○片付けられないタイプは身体症状、精神症状等があり、受診につなげてい

る支援が多くみられる。 

○集めるタイプでは身体症状、精神症状等も少なく、症状があっても未受診、

若しくは受診中断しており、医療とつながりにくい傾向がある。 

○集めるタイプでは、支援者になり得る医師（医療）の介入についても困難

な状況があり、多方面から支援することの難しさがある。 

 

 

 

 (4)その他                     健康福祉局／資源循環局 

公民連携に関する相談・提案をいただく窓口である「共創フロント」を通じて、

「ごみ屋敷」未然防止や深刻化の抑制、市民・地域住民の理解促進、当事者の孤立

防止に関するアイデアの募集を実施しましたが、募集期間中の応募はありません

でした。 

【実施結果】 

募集期間 平成 30年９月 26日から平成 30年 10月 31日まで 

提案を受ける課題 (1)「ごみ屋敷」発生・深刻化の抑制・未然防止（早期発

見含む） 

(2)「ごみ屋敷」状態の早期解消（当事者・その家族等に

よる実施支援） 

(3)「ごみ屋敷」状態解消後の再発防止 

(4)「ごみ屋敷」問題に関する市民・地域住民の理解促進、

当事者の孤立防止 

 



平成 30年度までのごみ屋敷の状況 

 平成 28 年度の条例施行から平成 30 年度までの、ごみ屋敷件数、主な堆積者の年齢や性別等の内

訳をグラフにまとめています。 

 

１ 平成 28年から平成 30年度末までのごみ屋敷件数の推移 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 各年度のごみ屋敷件数は、100 件前後で推移している。 
 28 年度から 30年度までに 113件が解消している。 

２ 堆積者の年齢層 

複数世帯の場合は、その世帯の主にごみを堆積している構成員について集計しています。 

   

 65歳以上の高齢者の割合は、やや増加傾向にある。 
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※    は、65歳以上の高齢者の割合 

別  紙 



３ 堆積者の性別  

  

 男女の割合は、どの年度も男性６割、女性４割となっている。 

 

４ 世帯状況  

 

 概ね、単身世帯６割、複数世帯４割となっている。 

 

５ 家屋の状況 

 

 戸建ての割合が５割を超えている。 
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